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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2006 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 25062 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

ソフトウェアの使用性は，その展開の成功を予測する際に，鍵となる要因である。ソフトウェア製造業

者は，製品開発の様々な段階で，ソフトウェアに対して使用性試験を実施する。また，ソフトウェアを購

入する企業が，製品の購入を決定する前に，製品の使用性を試験することがある。しばしば，試験では，

次の測定量を必要とする。 

a) ソフトウェアの典型的なターゲット利用者 

b) 典型的な仕事（タスク） 

c) 効率性，有効性及び被験者の満足性 

この実験状況が整っている場合，この試験は，総括型と呼ばれ，その結果は，例えば，中心的傾向（例 

平均値，メジアン）及びばらつき（例 標準偏差）の意味ある統計の測定量として，表現することができ

る。使用性試験報告書のための工業共通様式（以下，CIF という。）は，ユーザビリティ専門家が総括型使

用性試験の結果を報告するために利用することを意図している。 

CIF は，利用者が参加する試験から入手する情報を標準化するものである。異なる組織であっても，試

験手順を繰り返すことができるように情報を詳細化する。主要な変数は，利用者層の人口統計，タスク記

述，及びテスト文脈（利用される機材，試験が実施される環境，及び試験参加者と試験代表者との間でや

りとりする試験同意書，さらに，この調査研究の知見を定量化するために設定した特定の測定法を含む。）

である。 

CIF は，使用性試験を実施する，ソフトウェアを発注及び製造する企業が利用している独自の試験書式

を置き換えることを意図している。今までは，使用性試験結果を報告するための標準書式が存在しなかっ

た。標準化された報告書式を利用する利点は，次のとおりである。 

－ ユーザビリティ専門家が多くの企業のために働いたとしても，その人は一つの書式を利用することを

学べば良いので，ユーザビリティ専門家の訓練時間を減少できる。 

－ CIF 準拠の報告書の読者は，共通の表現及び成果を共有するのでソフトウェアを発注及び製造する企


